
平成 28 年度 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（定期予防接種）のお知らせ 

※定期接種とは、予防接種法に基づき、国が接種を強く勧めている予防接種。 

対象者 ① 平成 28年度に下記年齢となるかた 

65歳：昭和 26年４月２日～昭和 27年４月１日生まれ 

70歳：昭和 21年４月２日～昭和 22年４月１日生まれ 

75歳：昭和 16年４月２日～昭和 17年４月１日生まれ 

80歳：昭和 11年４月２日～昭和 12年４月１日生まれ 

85歳：昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生まれ 

90歳：大正 15年４月２日～昭和２年４月１日生まれ 

95歳：大正 10年４月２日～大正 11年４月１日生まれ 

100歳：大正５年４月２日～大正６年４月１日生まれ 

 

② 60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または HIVウイル

スによる免疫機能に障害があり、その障害が身体障害者手帳１級に相

当する方（医師の診断書又は身体障害者手帳の写しが必要です。） 

 

※過去に成人用肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象に

なりません。 

接種期間 平成 28年４月１日から平成 29年３月 31日まで 

自己負担

額 

2,500円（助成額 5,500円） 

申込み 接種希望の方は、健康福祉課（⑥番窓口）で、接種に必要な書類を配布し

ます。 

 

 

 


